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様式第1号別添3

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート

企業名

安全衛生取組事例

「熱中症予防活動事例」

①熱中症予防のための給水ﾀｲﾑ導入の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙資料①

②熱中症予防連絡ﾙｰﾄ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙資料②

ﾊﾟｼﾞｪﾛ製造株式会社



熱中症予防のための給水ﾀｲﾑ導入の件

1．目的

・熱中症が発症しやすい時期を予測し、予防のための給水ﾀｲﾑ（ﾗｲﾝ計画停止）を
設定し、熱中症発症を防ぐ。

２．対象職場

・生産部門、生産連動部門

３．実施時期

１）期間 6月下旬～9月下旬
２）給水ﾀｲﾑ 14:00～14:05 5分間

４．ﾗｲﾝ計画停止の判断（予測）

・毎朝、日本気象協会熱中症情報ｻｲﾄにｱｯﾌﾟされる坂祝町のWBGT予測値を
確認し、31℃以上（危険ﾚﾍﾞﾙ）が出された日は、5分間計画停止し、水分塩分
補給を実施する。

別紙資料①

給水ﾀｲﾑ目安

日本気象協会熱中症情報ｻｲﾄ
坂祝町予測値

WBGT予測
31℃以上
（目安）

給水ﾀｲﾑの実施



５．実施効果

１）熱中症が発症しやすい時間帯（14:00～16:00）での
熱中症発症防止

２）個々の熱中症に対する関心が深まり、自己健康管理が
高まる

元気
復活

よく食べる

よく寝る

ﾀｲﾏｰで

飲み過ぎない



日付・時間帯

前日
～

8:30

～
9:00

～
10:15

～
13:00
14:00
～

14:05

熱中症予防連絡ﾙｰﾄ

フロー図

熱中症情報（暑さ指数、WBGT値）

別紙資料②

全ﾉｰﾂ利用者

総務G（安全環境）担当

情報の伝達

暑さ指数予測値が31℃（危険）を示した際の対応

生管部長

総務G担当

工程管理課

水分補給実施の指示

品管部長

ﾌﾟﾚｽ課・ﾎﾞﾃﾞｰ課

塗装課・組立課 組立検査課

・工作部長が水分補給の最終決定

水分補給の準備

水分補給の実施

工作部長

水分補給実施の指示 水分補給実施の指示

注意喚起の放送

工作部長
連絡 連絡

総務G（安全環境）担当

情報の伝達

判断基準：WBGT値31℃以上

情報の収集





















































様式第１号別添３

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート

企業名 東京海上日動火災保険株式会社

安全衛生取組事例

別紙のとおり。



お客様に信頼され「選ばれる会社」であり続けるために、その原動力となる「社員の安全」、「社

員の心身の健康」は会社の最大の財産であり重要なテーマと考え、「トータルヘルスケア」に取

り組んでいます。

(1)全社の社員の健康を統括する責任者を定め、本店に健康管理室を設置しています。各拠点で

は、全国 45 カ所に配置した産業保健スタッフとリーダーが連携し、社員の健康の保持・増進に

努めています。分散事業所でありながら統一された体制が整っています。

(2)各拠点では産業医、衛生管理者、健康管理担当の看護職、労働組合から選出された委員が、

衛生委員会で各種施策の実態を共有し対策について審議し、取り組んでいます。

(3)社員の健康増進、生活習慣の改善、重症化予防等を重点施策として取り組み、ポピュレーシ

ョンアプローチからハイリスクまでの全ての層にアプローチしています。

(4)メンタルヘルスを保つための取り組みとして、ストレスチェックの実施等によりセルフケア、

職場環境改善の実施に加え、ワーク・エンゲイジメントを高めることに努めています。また、メ

ンタルヘルス相談窓口設置のほか、欠勤者の職場復帰支援策も定め、実践しています。

(5)各種施策については社内イントラネットに情報を掲載し、全社に周知を図っています。

(6)毎年 10 月～11 月を「健康増進月間」とし、社員各自が健康へのきっかけ作りからより良い

生活習慣の定着を目的に各コースに挑戦しています。組織単位での自主的な取り組みが実施され、

コミュニケーションの活性化につながっています。

＜健康増進月間の健康チャレンジ冊子＞



＜本店スポーツ大会＞

東京海上日動火災保険株式会社









































様式第１号別添３ 

 

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート 

 

企業名 東電同窓電気株式会社 

 

安全衛生取組事例  

 

１．安全でリスクの少ない職場環境の整備 

(1)安全活動計画の策定と着実な実施・・・・・・・・・ 別紙事例①  

全社年度安全推進計画（トップ方針周知と労使協調による活動計画等）を策定し、マネ

ジメントシステム（ＰＤＣＡ）による着実な実施管理 

 

(2)安全専任員を主体にした安全評価システムの構築・・ 別紙事例② 

毎日、本社直属の安全専任員（安全コ－チという）が事業所作業班（協力会社含む）に

同行し、安全コ－チは現場のＴＢＭ－ＫＹから工事終了まで安全確認等を行い、安全カ

ルテシステムによる作業班別の安全評価をパソコンに記録保存し、結果集約と指導改善

等により、安全ル－ル遵守を徹底 
＊ＴＢＭ－ＫＹ（ツールボックスミィーティング 危険予知） 

 作業開始前に作業チームで、その日の作業内容による危険を予知、安全作業方法を定め、 

確認する職場単位の小集団安全衛生活動 

 

２．健康で働きやすい職場環境の整備 

腰痛予防対策による腰痛予防体操の習慣化・・・・・・ 別紙事例③ 

現業従業員の腰痛実態等を踏まえ、現場や家庭等で簡単にできる当社オリジナルの腰痛

予防体操を策定し、「腰痛予防体操の習慣化」の実施 

 

 



企業概要 

本企業は、昭和２５年に設立、総合電気設備企業として神奈川県下に本社を置き、７事業場、

千葉県下１事業場で構成（社員約２７０名）、以下の事業を行っている。 

（1）電力設備（配電・変電・送電・通信）の設計・施工・保守監理 

（2）屋内電気設備の提案・設計・施工・保守監理 

（3）情報通信システムの提案・設計・施工・保守監理 

（4）空調・給排水の提案・設計・施工・保守監理 

（5）路面舗装の提案・設計・施工・保守監理 

（6）環境・省エネ設備（太陽光発電・電気自動車用充電器・ＬＥＤ照明等）の提案・設計・

施工・保守監理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

様式第１号別添３ 

 

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート 

 

 

企業名 株式会社 堀場製作所 

 

安全衛生取組事例  ※あんぜんプロジェクト申請内容に同じ 

経営トップによるパトロール・・・全国安全週間、全国衛生週間の期間中に実施 

 

 

リスクアセスメント推進活動賞 ・・・効果のある低減活動した部署に表彰 

 
 
分科会活動 ・・・安全衛生委員会の下部組織に分科会を設置、連携をとる。 

 

 

















様式第１号別添３ 

 

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート 

 

 

企業名 メルテック株式会社 

 

安全衛生取組事例 

 

 

安全優先宣言 

１．安全が第一であり、利益、効率その他のことは第二である 

２．トップは安全のために率先して行動し、積極的に安全対策を講ずる 

３．従業員は全員安全のプロフェッショナルとなり、常に安全最優先で行動する 

 

  ① 全員参加による安全大会実施（２回/年）  別紙参照 

    １）ＫＹ促進研修 

    ２）過去災害事例研究 

 

  ② ヒヤリハット報告 

 

  ③ 危険箇所見える化 

 

 









様式第１号別添３

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート

企業名 パナソニックエコソリューションズ池田電機株式会社

安全衛生取組事例

１．社員安全教育の実施

⇒ 危険体感ルームを設置し、全従業員を対象に年１回の安全教育の実施

また、新入社員や派遣社員の雇い入れ時には随時実施 （別紙①参照）

２．安全衛生パトロールの実施

⇒ 安全衛生委員会の各分科会にてパトロールの実施 （別紙②参照）

３．ＡＪＴＡ大会の実施

⇒ 健康促進として全員参加のＡＪＴＡ大会を実施 （別紙③参照）



■（別紙１）安全教育

安全教育資料類掲示板

目的 安全衛生基準・災害事例・各種マナー
から安全衛生上の注意点を学ぶ

回転体巻き込まれ体感設備

目的 布が回転体に巻き込まれる様子を確認し、
身だしなみの重要性や不用意に回転体に

近づく危険性を学ぶ

○危険体感ルーム事例

１．入職者教育（新入社員、派遣社員等）
①身だしなみチェック
②安全教育資料の説明
③危険体感設備から危険性を体感
④危険予知トレーニングの実施
⑤アンケート記入＆修了証

２．安全教育
全従業員を対象に年１回、危険体感
ルームにて安全教育を実施する。

３．安全トレーナーの設置
危険体感ルームでの教育担当を各部
門毎に人選し、安全トレーナーとして
教育する。そのことにより、安全意識
のボトムアップを図る。

1



2■（別紙2）安全衛生パトロールの実施



3■（別紙2）安全衛生パトロールの実施



■（別紙2）安全衛生パトロールの実施 4



5■（別紙3）ＡＪＴＡ大会の実施







様式第１号別添３ 

 

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート 

 

企業名 寿建設株式会社 

 

安全衛生取組事例  

 

１、 厚生労働省・安全プロジェクト「見える安全コンクール」に毎年応募し「優良な活動

事例」として紹介されました。 

 

２、 インターネットを利用し全従業員が各現場の取り組み事例の情報を共有しています。 

 

３、 インターネット配信によるデジタルフォトフレームを使用して安全衛生の情報の共 

有をしています。 

 

４、 本社幹部が毎月交替で『幹部パトロール』を実施し、全作業所でミニ安全大会を開催   

   しています。また、作業所の規模により安全教育の見せ方を工夫し、「見える」安全      

   教育をしています。 

 

５、 作業中のヒューマンエラー防止のための「ゆびさし」を習慣化しています。 

 

 

  

 









様式第１号別添３ 

 

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート 

 

 

企業名 日本ハム北海道販売株式会社 

 

安全衛生取組事例 

 

1、安全衛生委員会の取組 
①安全衛生委員会では、長時間労働や仕事のストレスによる健康障害の防止を図る為の対策に

講じる事と交通安全に関する事を重点取組として実施しています。 
また、事業所内外において、従業員が安全に快適に働ける環境を従業員と伴に構築してより良

い会社を目指しています。 
 
②当社では全従業員がパソコンで共有できる社内のデータベース（サロン de 北海道）を活用

して、安全衛生委員会の議事録・会議資料、全従業員の労働時間管理表・有給休暇取得管理表

や労災防止関係、安全衛生関係、交通安全関係、メンタルヘルス関係、防災関係等の各種資料

や社内の取組事例等をいつでも閲覧出来る様に実施しており、従業員からの提案や要望も取り

入れる様に労使一体となって労働安全衛生の取組を図っています。 
 
 

「安全衛生委員会の開催」    「社内共有データベース“サロン de 北海道”」 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

         「社屋（事業所）の安全対策事例 改善前と改善後の画像」 

 

                            

 

2階事務所へ行く

階段で躓きや転倒

の恐れがある為、

手摺を利用する様

に注意喚起を掲示

また、階段には

黄色の滑り止めを

新たに取り付け

事故の防止を図る

　過去に階段から
　転落した労災発生
　があり、その後、
　滑り止めを付けた
　が、注意喚起不足
　があり改善実施

⇒

⇒

⇒

⇒

ｂｅｆｏｒｅ ａｆｔｅｒ

通勤途中の転倒事故（労災）も
2014年に発生しており、全従業員
が必ず見る場所に注意喚起を
実施しております。
また、朝礼などでも周知しております。

通勤時の労災注意喚起及び積極的な挨拶の促進ポスター活用



2、安全運転講習会の実施 

  毎年、交通違反者及び社有車での交通事故発生者、新入社員を対象として管轄警察署や損害

保険会社のご支援を頂いて各講習会を実施して交通違反や交通事故の撲滅活動を行って従業

員の安全運転の意識向上を図っています。 

また新入社員向けに運転免許試験場で開催されている夏季冬道講習会への参加を行い、冬期

間前に試験場の特設コースで事前にスリップ、わだち、ブレーキ等の体験をさせる事で、冬

道がいかに危険なのかを体感させて冬期間の安全運転の促進を図っています。 

 

 

 「管轄警察署、損害保険会社から講師を招いて交通事故・交通違反撲滅講習会を実施」 

     

  

 

「損害保険会社から講師を招いて新入社員向けに安全運転勉強会を実施」 

   
                                                                   



3、出前健康講座、健康相談会の実施 
  ①全国健康保険協会 北海道支部よりご支援を頂き保健師さんを講師としてお招きして、「心

の健康 ストレスの話し」講座を開催して、自分自身のストレスを日常生活で日々解消する方

法やストレスを溜めない生活リズムを意識する考え方等の勉強会を従業員向けに実施。  
  ②健康講座後は、健康相談会を開催して個別面談にて健康面で不安のある従業員や健康診断

結果の気になる部分について、保健師さんが相談に応じて食事の摂り方や運動についての健

康面のアドバイスを行って頂き従業員が心身ともに元気に働ける職場を目指す取組を行って

います。 
   
     「出前健康講座、健康相談会の実施（健康相談会は個別に実施）」 

   
 
4、メンタルヘルス勉強会の実施 
  ①管理職向けにメンタルヘルスの DVD 視聴による勉強会を実施しています。 

勉強会では、うつ病の知識や特徴と発生時の対応方法を学ぶ事で、管理職が部下のメンタル 
  不調に早めに気づきメンタル不調者の低減を図る事と万一発生した場合の会社の対応策や 

復帰プログラムの周知を行っています。 
②全従業員向けには、「元気な職場をつくるメンタルヘルス」の勉強会を実施して 
一日の中でストレスの解消（1 日決算）させる工夫や考え方を DVD 視聴によるセルフケア  
勉強会を実施し DVD 視聴後は意見交換を行いメンタルヘルス不調者発生のリスクの低減を 
図っています。 

 
   「メンタルヘルス勉強会の実施 管理職対象１回開催 全従業員対象６回開催」                   

      

 



様式第１号別添３

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート

企業名 アップコン株式会社

安全衛生取組事例

安全衛生に関する積極的な取組

１．安全衛生管理活動に全ての労働者が参画するという企業内環境が形成されている

｢健康第一｣｢安全第一｣｢家庭第一｣を企業(事業場)経営の基本理念として掲げつつ、企

業トップ自らが安全衛生に関する基本方針と目標を示し、かかる基本方針のもとで、本

社の管理組織(安全管理担当･健康管理担当)を主軸に安全衛生活動を促進しているだけ

でなく、頻繁に開催する事業場内の全体会議(全ての労働者が参画)による安全衛生活動･

全般への意見聴取とフィードバックを通じ、策定した安全衛生管理計画の進捗状況の把

握と分析を経常的に行いながら安全衛生管理計画の着実な実施を図っている。

２．安全衛生を含めた管理のシステム(組織内ルールほか)を確立している

取得済みのＩＳＯ９００１･１４００１に即し、安全衛生面のみならず、事業活動の具

体的なベースとなる作業･事務全般に関する規定化･マニュアル化等の標準化を実現して

おり、規定･マニュアル等の評価～問題点の分析～改善案の策定～職場意見をふまえた改

善策･方向の決定というしくみを確立している。

３．健康保持･増進に向けた取組に組織的･継続的な熱意が認められる

努力義務の対象規模事業場(労働者数:37 人)でありながら、ストレスチェックを既に実

施、職場全体の傾向と課題の把握、分析まで行っているほか、経常的な時間外労働の縮

減策を通じ、長時間･過重労働の抑制を図っている。

また、厚生労働省が主唱する｢スマート･ライフ･プロジェクト｣に参加し、健康保持･増

進に向けた様々な取組を展開する中、｢全社員禁煙宣言｣のもとで禁煙を目指す労働者へ

の支援、労働者が自主的に運営する｢健活倶楽部｣への支援、｢階段ポイント制｣など健康

保持･増進に向けた活動への参加を促進するための工夫を講じ、個々の労働者への支援も

熱心に取り組んでいる。



安全衛生取組事例

◆健康の為の活動

① レクリエーション活動（別添①）

月に 1 回以上の体を動かすレクリエーション活動を企画し、体力の向上・社員の交流

を目的として、心身の健康に努めています。

（例：フットサル・ランニング・ボルダリング・座禅体験）

②心のケア

法定義務のない会社の規模ですが、ストレスチェックを自発的に行い、職場全体の傾

向把握・分析を行っています。

② 階段ポイント制度を導入（別添②）

社員の健康維持の為、出勤時、退社時、会社出入りの時など、ビル 6 階に入居してい

る当社まで、エレベーターではなく階段の使用を推奨しています。

階段を往復した回数を社内の管理帳に記録すると、ポイントが得られ、レクリエーショ

ン活動に参加する際の参加費用として使用できる仕組みになっています。

④全社員禁煙宣言（別添③）

就業時間内での喫煙を禁止(禁煙)しています。また、時間外で喫煙している社員に対

し、時間外でも禁煙の意思が持てるよう、毎月喫煙本数のヒアリングを行う、喫煙者

の家族に手紙を送り協力してもらう、などの活動をしています。完全に禁煙の習慣が

持てるようになった社員に対しては、会社から金一封が贈呈されます。

また、厚生労働省の行っている「スマートライフプロジェクト」にも参加し、禁煙を

含めた健康保持・増進に努めています。

◆安全衛生活動

① 全衛生等の管理システムの確立(別添④)

安全衛生活動を管理する組織によって安全衛生管理計画を策定し、月１回の会議（社員

全員参加）で聴取した従業員の意見から、状況把握・分析を経常的に行っています。

また、取得済みの ISO9001・14001 に即して規定化・マニュアル化を行い、安全衛生だ

けでなく、現場作業・営業・事務全般の PDCA サイクルの仕組みを確立しています。

②ヒヤリハットの周知（別添⑤）

月に 1 回行われる会議(社員全員参加)で、施工グループや部ごとに経験したヒヤリハ

ットの出来事を発表し、注意事項を都度全員で確認し、同じ事が 2 度発生しないよう

に共有しています。



◆健康の為の活動

①レクリエーション活動

健康活動を推奨するため、レクリエーション実施後に、活動報告を社内の掲示板に掲

示しています。

社内の掲示板(レクリエーション活動報告)



②階段ポイント制度

階段を往復した回数をグラフ化し、どの位の高さになっているのか、有名な建物や山

に例えて表示することで、参加者が楽しく継続できるように工夫しています。

また、これを社内周知することで参加者を増やしています。

階段ポイントを記入しているソフト



③全社員禁煙宣言

喫煙者本人には、健康のために禁煙をする努力をさせるだけでなく、煙草に使ってい

る金額と同額の物を比較できる表を作り、それを見せることで、禁煙意欲を高める工

夫をしています。また、本人だけでなく、同じ内容の手紙を家族に送ることで家族に

も禁煙の協力を求めるようにしています。

喫煙者家族への手紙



スマートライフプロジェクトへの参加

スマートライフプロジェクトについて 名刺の裏へのロゴ印刷



◆安全衛生活動

④安全衛生等の管理システムの確立

例：ISO の教育訓練規程

（当社 ISO9001「教育・訓練規程」より抜粋）

ISO のルールに基づいて、年間で教育訓練の計画を立て、実行しています。



ISO に基づく、計画と評価

計画通り教育・訓練を行い、報告書を会社に提出します。



⑤ヒヤリハットの周知

全体会議議事録
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H28年6月15日現在

平成28年度　安全衛生大会　H.28.6.10 平成27年度第2回オーナー会議　H.27.10.6
H.28.4.25 協力会会員   109社が事業主研修を受けました。

協力会　経営者合同パトロール　（年4回） 社員安全衛生教育（年2回実施） 　特別教育 「見える化」を図り、事故防止に努めています。
・立入禁止ステッカーを貼付したレッドコーンの設置
・バックホウ等事故・災害、墜落防止ポスターの製作
・当社安全衛生スローガン垂れ幕の作成

ロゴマーク
クリックで「あんぜんプロジェクト」のWebサイトにジャンプします。

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/

　平成27年度は11月21,27,28日に行いました。尚、今
までに職長教育は220名、職長再教育は119名が受
講を修了しています。

オーナー会議では、平成27,28年度安全衛生管理計
画の検証及び施策の説明等を行ない、協力会総会で
は事業報告、事業計画、予算の承認、及び新会員
（入会）が紹介されました。

協力会　合同パトロール
　月2回、協力会会員2社と当社の安全衛生委員会の委
員2名で実施しています。安全衛生優良賞に、社員6名、協力会社5社、及び優

良職長賞に7名が受賞しました。

写真は、「足場の組当等の作業に係る業務」の教育状
況です。

　平成27年4月9日、福井労働基準監督署において無
災害記録（第1種85万時間）の授与式が行なわれ、新
聞各社にも紹介されました。また、中央労働災害防止
協会から無災害記録証の進歩賞、建設業労働災害
防止協会からは優良賞が授与されました。

店社（坂川建設㈱）の主な安全衛生活動状況（直近1年間）

講演は、「過重労働対策を実践して従業員を守ろ
う！」と称して、新井先生にお願いしました。

・平成24年3月厚生労働省が行う「あんぜんプロジェクト」
に参加しました。「働く方の安全に一生懸命取り組み、働
く人、企業、家族が元気になる企業である」事をアピール
しています。

職長・安全衛生責任者教育及び職長再教育

平成28年度第1回オーナー会議、及び協力会総会
坂川建設グループ、協力会社の280名が参加しました。　　

　協力会会員に安全衛生情報等を定期、及び随時に
Eメール、FAXで送付しています。現在、定期便の「安
全衛生便り」(月1回)はNO.91を数えています。

　直近は法改正による「足場の組当等の作業に係る
業務」の特別教育を述べ5回、164名が受講しました。
今までに13種目、465名が受講を修了しています。

　労働安全の仕組み（労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）
に沿って、平成28年度の第1回社員安全衛生教育は
4班に分け実施し、安全衛生管理能力の向上を図りま
した。写真は、H28.4.27　B班の教育状況です。

　全国4大安全衛生行事（安全週間等）に、当社の社
長、役員等と協力会役員の経営者が4班に分かれて
実施しています。
年度末労働災害強調月間時のパト状況(H28.3.1)　

・厚生労働省が配信している「次代の安全の中核を担う
人材育成事業メールマガジンvol.14」で当社の【安全衛生
活動への参加の「見える化」】が紹介されました。
(H25.3.13)

無災害記録が授与されました。

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/
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安全衛生取組事例

労働安全衛生への取組み

当協会では、職場における職員の安全を確保するとともに健康の増進を図るため、

事業活動を通じて全職員が一丸となって様ざまな安全衛生活動を推進し、健康で働き

やすい職場環境づくりに取組んでおります。

当協会は国際規格であるISO14001並びにISO9001を認証

取得しており、常に環境負荷の低減と品質の向上に念頭に

置きつつ快適な職場環境を確保するため、事業活動を職員

で組織する労働組合や衛生委員会との積極的な意見交換の

もとに職員の危険防止及び健康障害の防止に係る基本的な

対策や定期的な職場巡回点検など、継続的かつ計画的に労

働環境の維持改善に積極的に取組んでおります。

１ 労働安全衛生方針

【基本理念】

当協会は、職場における職員の安全を確保するとともに健康の増進を図るため、

事業活動を通じた安全衛生への取組みを経営の最重要課題の一つとして捉え、職員

の労働安全衛生に努め、全職員が一丸となって安全衛生活動に取組むことにより、

健康で働きやすい職場環境づくりを実現してまいります。

【行動指針】

職員の健康増進及び快適な職場環境を形成していくため、次の活動を自主的・積

極的に取組むことにより、労働災害の防止はもとより安全で快適な職場環境づくり

を確立していく決意である。

(1) 労働災害及び疾病を予防し、安全で快適な職場環境づくりに努める

(2) 労働安全衛生に関連する法規制等を遵守する

(3) 全職員に対する労働安全衛生教育を徹底する

(4) 安全衛生活動へ積極的に取組み、全職員の意識の高揚を図る

(5) 具体的な労働安全目標を定め、定期的に見直す

(6) 労働安全衛生方針は公開する

２ 職員の健康維持増進

(1) 定期健康診断

労働安全衛生法に基づく定期健康診断のほか、特定検診による生活習慣の改

善が必要と認められる職員には特定保健指導を積極的に利用するよう指導して

おります。また、女性のための婦人科検診を取入れ、職員の健康管理に努めて

おります。

(2) メンタルヘルス対策

職員のメンタルヘルス対策として、メンタルヘルス不調の未然防止と必要に

応じた環境改善を図り、働きやすい職場環境づくりに向けて次のとおり組織一

丸となって取組んでおります。



ア 定期的なメンタルヘルス研修

メンタルヘルス全般に関する研修を毎年定期的に実施し、単なる集合研修

による受動的な研修とならないようディスカッション形式による意見交換の

時間などを取入れ、職員自らが積極的に参加する形式の研修に心がけ、意識

の向上に努めております。

イ ストレスチェック制度

職員が身体と心の健康づくりに心がけ、ストレス状態に落ち入らないよう

未然予防の一環として社内イントラネットを活用した「ストレス度診断・過

労度チェック」を平成２３年度から取入れ、実施しております。

労働安全衛生法の一部を改正する法律により、平成２７年１２月から「ス

トレスチェック」と面接指導の実施等が事業者に義務付けられておりますが

従前から実施している取組みを法令に基づき、より一層充実させるとともに

職員のメンタルヘルス不調の未然防止と必要に応じた改善に組織全体で取組

んでおります。

また、季節に応じて衛生委員が輪番制により独自の啓発ポスターを作成の

うえ配付するなど、職員一人ひとりの参画による明るい職場環境づくりに努

めております。

≪ 外部講師によるメンタルヘルス研修 ≫



(3) ボーリング大会の実施

福利厚生活動の一環として、職員の親睦とコミュニケーションを図ることを

目的として毎年ボーリング大会を実施しております。

３ 過重労働防止対策

職員の健康維持と効率的な業務遂行を実現するうえで、時間外勤務の管理を徹底

するとともに次に掲げる対策を促進し、過重労働を防止することにより心身ともに

健全な状態で最大限の能力が発揮できるよう取組んでおります。

(1) ノー残業デーの実施

毎週水曜日、給料日、自己・家族の誕生日、結婚記念日、地域行事の日等を

ノー残業デーとして設定

(2) 連続休暇の推奨

家族とふれあう時間や自己啓発など充実した生活環境を整えるべく毎年７月

から９月をワークライフバランス推進運動月間と位置付け、衛生委員が輪番制

により独自の啓発ポスターを作成のうえ全職員に周知するなど、ライフサイク

ルに応じた連続休暇の取得を推奨しております。

(3) 仕事と子育て・介護の両立支援

育児や家族介護を必要とする職員が、仕事と両立させながら安心して働くこ

とのできる職場環境を整備し、職場、家庭において能力を発揮し、活躍できる

環境づくりに努め、組織の活性化と職員定着の促進に取組んでおります。

また、介護は介護特有の様ざまな事情があり、直面する職員

に応じた課題に目を向けて、仕事と生活が調和できる労働環境

を整えております。

≪「神奈川県子ども・子育て支援推進事業者」を認証 ≫



４ 労働災害対策

当協会では、労働災害の未然防止を目的として次に掲げる対策を全職員が一丸と

なって取組み、明るく安全で健康的に働けるよう努めております。

(1) 職場の安全衛生への取組み

安全で健康に業務が遂行できるよう、職場の安全衛生に係るチェックリスト

を独自に作成し、定期的に巡回・点検し、必要に応じて改善するなど労働災害

の未然防止に努めております。

(2) 修繕工事に伴う安全管理への取組み

維持修繕業務や施設管理業務を効率よく適切に実施するため、関係法令等の

改正状況や内部諸規程に関する知識の習得のほか、事故防止のための重点チェ

ックやヒューマンエラー事例など安全管理に必要な行動意識や能力向上を目的

として毎年定期的に安全管理研修を実施しております。

また、工事担当者にはポケット版「安全法令ダイジェ

スト」を配付し、常に携行することにより安全管理に対

する高い意識を維持しつつ、日々の業務に取組んでおり

ます。

ポケット版

安全法令

ダイジェスト

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

≪ 外部講師による安全管理研修 ≫



(3) 安全運転への取組み

ア 安全運転講習会の実施

職員が交通法規を遵守し常に安全運転を心がけ、交通事故防止について意

識啓発を図るため、毎年定期的に安全運転講習会を実施しております。

また、当協会の社用車運行における「エコドライブ１０」を定め、環境へ

の配慮を踏まえつつ安全運転に徹しております。

イ こども１１０番活動の実施

当協会本部及び全てのサービスセンターを、神奈川県警察本部に「こども

１１０番のいえ」として登録し、子どもや女性、高齢者を犯罪から守るボラ

ンティア活動に積極的に参加しています。

所有する全車両には「こども１１０番のくるま」の

ステッカーを貼付して走行することにより、地域住民

の防犯意識を高め、安全で安心できる地域社会の実現

を目指しています。

ウ 無事故事業所顕彰

神奈川県安全運転管理者会連合会は、毎年「事故防止コンクール」が主催

されており、適正な安全運転管理のもと無事故事業所として顕彰いただいて

おります。

(4) 協同組合主催による安全大会に参加

緊急修繕指定店により組織する｢中小企業等協同組合法｣に基づき設立された

神奈川県住宅保全協同組合の主催により、労働災害ゼロを目指し「みんなで進

めようリスクアセスメント目指そう職場の安全・安心」をスローガンに掲げ、

毎年「安全大会」が開催されており、当協会職員も積極的に参加し、災害のな

い職場づくりに向けた意識の高揚と相互の連携強化を図っております。

≪ 外部講師による安全運転講習 ≫

≪ 神奈川県住宅保全協同組合主催安全大会 ≫

～～～～～～～～～～～～～～～～～



６ その他

(1) 各事務所にＡＥＤを完備

当協会では、職員及び来訪されるお客様の不測の事態に備え、本部及び各サ

ービスセンター事務所にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を配備しております。

本部及びサービスセンター職員は、１１９番通報から救急隊が到着するまで

の間に適切な救急措置が図れるよう、心肺蘇生法及びＡＥＤ操作方法等の実技

講習を受講しております。

(2) 車載用救急セットを全車両に搭載

大規模災害や事故発生における応急措置

又は提供することにより、緊急時の応急措置

活動に参画するとともに広く地域社会に貢

献することを目的として車載用救急箱を全

車両に搭載しております。

搭載にあたっては管理マニュアルを作成

し、適切に維持管理しております。

(3) 未病を治すかながわ宣言協力活動

神奈川県では「未病を治すかながわ宣言」を発表し、健康長

寿日本一を目指して様ざまな活動を展開しております。

当協会は、この趣旨に賛同し、県に登録させていただき、｢未

病を治す」取組みや活動をホームページに掲載するほか、各事

務所にパンフレットを配架するなど、積極的な広報活動に努め

ております。

















様式第１号別添３ 

 

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート 

 

 

企業名 一般財団法人 北陸予防医学協会 

 

安全衛生取組事例 

 

＜健康経営宣言＞ 

 私たちは、働きやすい、やりがいのある職場を目指して、トップから働く職員まで 

健康経営の意識浸透を図ります。 

 心身の健康保持増進と安全快適な職場環境形成の取組みを通じ、職員やその家族、事

業場や団体、取引先等を始め、地域の健康づくりの意識高揚につなげていきます。 

 また、予防医学の普及啓発・健康診断・健康増進事業により、地域社会の保健衛生な

らびに医療福祉の向上への貢献に誠心誠意務めることを宣言いたします。 

 

 （別紙、添付資料参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










